
















「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました」正誤表

誤 正

Ｐ３ 二 イからハまでの要件に該当しな 二 イからハまでの要件に該当しな

12行目 い夫、子、父母、祖父母又は兄弟 い夫、子、父母、孫、祖父母又は

姉妹については、厚生労働省令で 兄弟姉妹については、厚生労働省

。定める障害の状態にあること。 令で定める障害の状態にあること

Ｐ８ 「独立行政法人環境保全再生機構」 「独立行政法人環境再生保全機構」

17行目

Ｐ８ 「申請のあった日から給付されます 「医療費は申請のあった日以降に行

20行目 ので、早急に申請することをお勧め われた医療に対して支給され、療養

します 」 手当は請求のあった日の翌月分から。

支給されますので、早急に申請・請

求を行われることをお勧めします 」。
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